
早稲田大学法務教育研究センター ≪2019 年度開講≫

激動する社会において絶えず生起する複雑で多様な法律問題に正面から対応し、人と社会に貢献していくために

は、法曹として一定の経験を積んだ後にこそ、専門性や実務能力等のさらなる向上を目指す必要があります。早稲

田大学法務教育研究センターでは、新たに先端的かつ実際的なカリキュラムを提供し、法曹となってからも持続的・

継続的にサポートすることを目的として、早稲田大学大学院法務研究科を修了した法曹等を主な対象に、広く稲門

法曹等に対して、「法務リカレント講座」（継続教育講座）を開講いたします。

多くの方々がこの講座を活用し、さらなる活躍をしてくださることを大いに期待しています。

開講講座（2019 年度 春学期） ※日程等の変更がある場合は、原則として Web サイトに掲載する予定です。

※各講座において、申込者人数によっては、開講を見送る場合があります。

セ ミ ナ ー 今こそ学ぼう！債権法改正

講 師 秋山 靖浩・後藤 巻則・白石 大（早稲田大学大学院法務研究科教授）

日 程 ・ 教 室

7 月 24 日（水）27 号館 202 教室

13：00～14：30 第 1 部 保証・債権譲渡・相殺・詐害行為取消権（白石）

14：45～16：15 第 2 部 解除・危険負担・定型約款（後藤）

16：30～18：00 第 3 部 消滅時効・主要な契約（売買・賃貸借など）（秋山）

受 講 料 1,000 円（資料代を含む）

受 講 資 格
早稲田大学大学院法務研究科修了生に限る

※令和元年司法試験を受験した者を主たる対象とする。

講 座

ビジネス・ロー（Law and Business in Japan）【聴講のみ】

－スイス・サンガレン大学（University of St. Gallen）開講講座の聴講（英語による講義）

＜参考＞ http://www.mbl.unisg.ch/modules/module-tokyo-20182019#modules-block_1-2

日 程 ・ 教 室 全 5 日間：8 月 26 日（月）～8 月 30 日（金）各日 9:00 頃～18:00 頃 27 号館 202 教室

受 講 料 無料

受 講 資 格 早稲田大学大学院法務研究科の修了生に限る。

申込方法 https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=cYKPhfxbvb3XYqyKHIUQzg

上記 URL または右記 QR コードからお申込みください。

【締切 各実施日初日の 1 週間前まで】

※申請を取消す場合も、同じ申請フォームより取消申請をしてください。

お問合せ 早稲田大学法務教育研究センター 事務所（早稲田キャンパス 27 号館 1 階）

Tel：03-3208-9592 Email：wls-center@list.waseda.jp Website：http://www.waseda.jp/folaw/cpler/

法務リカレント講座・セミナー
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